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第１章 協力実施案件の背景と計画 

 

1.1 計画の背景･経緯 

ギニア共和国(以下｢ギ｣国と称す)は、西アフリカの南西部に位置し、面積は約 24.6

万 km2、人口 838 万人(2001 年推計)の仏語圏の国である。貧困対策が最重要課題となっ

ており、2002 年に PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper:貧困削減戦略)を策定し、

給水分野は重点分野として挙げられている。 

 

コナクリ(Conakry)市の給水の歴史は古く、1902 年にカクリマ(Kakoulima)山麓の湧

水を半島の先端まで導水したことに始まる。1980 年代になって、世銀や日本等のドナ

ーから支援を受けて近代水道整備が急速に進められた。｢ギ｣国政府は 1996 年に「コナ

クリ市給水マスタープラン(Plan Directeur pour l’Alimentation en Eau de la Ville 
de Conakry)」を策定し、緊急整備計画として提案された施設整備計画について世銀の

支援で「第３次コナクリ市給水プロジェクト(Renforcement de l’Alimentation en Eau 
de Conakry: Troisieme Phase)」として実施する計画であった。しかしながら、これら

のうち、導水管路及び送水管路の建設ならびにイエスル(Yessoulou)浄水場の拡張につ

いては実施されていない。 

 

現在、浄水場拡張を前提としたソンフォニアの配水管網整備が完了し施設普及率は

約 82％に達したものの、給水量が不足しているため配水がいき渡っていない。また、

一部の地域には 24 時間給水が届いているが、その他の地区では一日数時間もしくは全

く給水されておらず、不均衡な給水状況が続いている。また、生産水量が不足している

ため、一部の配水池を除きほとんどの配水池が機能しておらず、給水量の不足が大きな

問題となっている。 

 

市の給水システムの総生産水量は 96,000m3/日であるが、請求書が発行された有収水

量は約 36,000m3/日、盗水等により料金請求できない水量が約 26,000m3/日、漏水による

損失が約 34,000m3/日もあり、無収水率が非常に高い。さらに、請求書を発行した額の

内約 25％が支払遅延や不払いとなっており、不払いや盗水による無収水率と配管の修

理等による漏水率の低減や不正接続の適正化が重要課題のひとつとなっている。 

 

このような状況のもと、｢ギ｣国政府は我が国に対し、①導水管路の建設、②送水管

路の建設、③イエスル浄水場の拡張、及び④カクリマ湧水からの給水システムの改修を

内容とする無償資金協力を要請し、我が国は 2004 年 10 月から 2005 年３月にかけて基

本設計調査を実施した。 

 

現地調査開始時に｢ギ｣国側から以下の２項目に係る要請が追加された。 

 

⑤ 飲料水供給システムの調査及び設計、施設のメンテナンス、有収率の向上のための

不正行為(盗水)及び漏水の発見、接続の標準化にかかわるキャパシティビルディン

グを目的とした技術支援(専門家派遣、ソフトコンポーネント等) 

⑥ 漏水発見及び修復のための機材の調達 
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上記の要請項目について検討した結果、項目④カクリマ湧水からの給水システム改

修については、水源となる渓流の信頼性が低いこと、改修工事の規模(約 20km の管路更

新)に比べて効果(市全体の給水量の２～３％)が小さいこと等から本計画の協力対象か

ら除外することとした。また、項目⑤キャパシティビルディングのための技術支援につ

いては、｢ギ｣国が実施中の PACT 活動を支援する内容のソフトコンポーネント活動実施

の可能性が検討されたものの、支援内容が技術協力のそれと同様になってしまうことか

ら、本計画の協力対象からは除外することとなった。その他項目①、②、③及び⑥の実

施については、無償資金協力として妥当と判断された。 

 

事業は２期分けで実施し、項目①と⑥を第 1 期に、項目②と③を第２期に実施する

内容で、第１期分については、６月８日に我が国と｢ギ｣国政府間で交換公文(Ｅ/Ｎ)が

完了している。 

 

本事業化調査では、基本設計調査報告書、関連資料等を基に上記計画の実施計画及

び概算事業費を見直し、事業の実施に係る提案、見直し後の実施スケジュール案を作成

し、本報告書として取りまとめた。 

 

1.2 上位計画と計画の位置付け 

コナクリ市の給水施設整備は、｢ギ｣国政府が世銀の融資で 1990 年に策定した「コナ

クリ市給水マスタープラン｣に基づき実施されてきた。これに基づき、1991～1994 年に

導水管路(37km)、浄水場(450 ㍑/秒)及び送水管路(23.5km)の建設を内容とする｢第２次

コナクリ市給水プロジェクト｣を実施された。さらに、2010 年を目標年次とするマスタ

ープランが 1996 年に策定され、緊急フェーズとして表 1.1 に示す７項目からなる施設

整備計画が策定された。これを｢第３次コナクリ市給水プロジェクト｣として実施するこ

とになった。 

 
表 1.1 1996 年のマスタープラン緊急フェーズの事業概要 

 

項目 緊急フェーズの事業内容 

建設費※ 

（千 USD） スケジュール 

1 不足分導水管（1000mm、8km）の敷設 4,710 

2 イエスルⅢ浄水処理場の建設 

浄水能力 450 ㍑/秒 
2,800 

3 不足分送水管（1100mm、3.5km）の敷設 2,112 

世銀の資金で実

施されず日本政

府に要請 

4 貯水池および高架水槽の設置 

ソンフォニア配水池（3,000m3） 

シメントリー配水池（2,250m3）＋高架水槽（1,000m3） 

4,012 

5 送水管路の整備 

ソンフォニア（17.35km） 

シメントリー（21.20km） 

5,515 

6 配水管網の整備 

２次配管：107km、３次配管：290km 

接続戸数 33,000 戸、共同水栓 64 ヶ所 

9,671 

7 漏水調査および漏水箇所の修理キャンペーン 

2000 年までに有効率 60％⇒70％ 
1,600 

第３次コナクリ

市給水プロジェ

クトで実施 

(※) 建設費はマスタープラン（1996）の積算額を掲載した。設計管理費、インフレ、為替変動等を含まない。 
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本計画は、上記のうち未だに実施されていないイエスル浄水場の拡張および導･送水

管の建設を実施するものである。 

 

1.3 他ドナーの動向と関連 

コナクリ市の給水施設整備については、我が国、世銀及びフランスが係っており、我

が国が無償資金協力で実施した「コナクリ市東部地域飲料水供給計画」をはじめ、給水

マスタープランを策定した世銀の貢献が大きく、本計画も本マスタープランに基づくも

のである。 

 

我が国及び他ドナーが実施したコナクリ市給水関連案件は下表にまとめたとおりで

ある。 
表 1.2 我が国が実施した関連案件 

 

案件名 実施年度 供与限度額 案件概要 

東部地域飲料水供給
計画 

平成２年度 
平成５年度 

41.80 億円

導水管路(φ400mm、延長 18.5km)、配水枝管路(φ
200mm、φ100mm、延長 35km)、受水槽(１基)、貯水
槽(２基)の建設、及び各戸接続用資材(ポリエチレ
ン管(φ25mm、240km)、接続用資材(12,000 戸分)の
調達 

 
表 1.3 他ドナーの援助実績 

 

援助機関名/国名 実施年 援助形式 援助概要 

IDA(世銀) 1989-1997 
借款 

(25百万USD)

イエスル第２浄水場、シンバヤ及びコロマ配水池の
建設、給水網、生産及び配水施設のリハビリ。セク
ターの制度的支援 

BAD 
(アフリカ開発銀行) 

1990-1994 
借款 

(2.16億 USD)
グランドシュットダムおよびイエスル間 36.9km の
DN1000mm 導水管路の敷設 

BEI(欧州開発銀行) 1991-1997 
借款 

(14百万EUR)
１次及び２次給水網の工事及び 15,000 箇所の接続

AFD(フランス) 1991-1994 
無償 

(1.25億 FRF)
イエスル及びアンタ間 23.5km の送水管路 DN 1100 
mm の敷設 

AFD(フランス) 1997-2000 
借款 

(82百万FRF)
配水網のリハビリ及び拡張工事。13,000 箇所の接続

IDA(世銀) 1997-2004 
借款 

(18.6 百万
USD) 

ソンフォニア及びシマントリー地区における配水
池、１次、２次及び３次網の建設 

 

世銀の融資残余金によるカクリマ山麓の取水工改修工事は、ラメクレ川が 2005 年１

月、サムクレ川が同年２月に竣工したものの、キテマ川の工事が雨季で中断している。

下表はマネア村の接合井地点で測定された１ヵ月当たりの送水量を改修工事前の 2004

年と改修後の 2005 年で比較したもので、2005 年の送水量が 2004 年のそれに比して増

加しており一定の効果をあげている。 

 
表 1.4 カクリマ山麓取水工改修前後の送水量比較 

(単位:m3)
観測年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

2004 年 80,560 75,830 76,630 56,330 53,540 70,190 70,730

2005 年 83,360 93,460 94,850 75,950 65,650 97,140 98,210

増加送水量 2,800 17,630 18,220 19,620 12,110 26,950 27,480
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1.4 サイトの現状と問題点 

コナクリ市の上水道施設は、グランドシュットダム、カクリマ山麓の湧水、および

市内の地下水(カキンボ/バッシア/9･28スタジアム/シンバヤ井戸)を水源とする給水シ

ステムで、グランドシュットダムからの原水はイエスル浄水場で処理される。処理水、

湧水および地下水は塩素消毒された後に市内に配水される。イエスル浄水場および市内

井戸からの給水はコナクリ市内へ配水され、一方、カクリマ山湧水からの給水は市周辺

の居住区に利用されている。 

 

コナクリ市の上水のほとんどを供給するグランドシュットダムはサモウ川上流に位

置するバネアダム及びドンケアダムとともに EDG(ギニア電力公社)が運営･管理を担当

している。基本設計時にダムの水位が EDG 側の電力優先の運営により異常に降下し、SEG

が必要な取水量を確保できず問題となっていたことが判明したため、水資源･エネルギ

ー省の指導で制限水位(239.0m)を

設定し、その水位以下にグランドシ

ュットダムの水位が降下しないよ

うに運営するよう調停が成立して

いた。本現地調査では、2005 年１

月から現在までのダム水位観測記

録から電力用水の取水の際に制限

水位が確保されているか確認した。

グランドシュットダムの水位は図

1.1に示すとおり制限水位(239.0m)

を一度も下回っておらず、ダムの取

水管理が上水取水にも配慮されて

行われていた。 
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図 1.1 グランドシュットダムの水位変動 

 

コナクリ市の上水道システムの概要は図 1.2 に示すとおりである。 

 

図 1.2 コナクリ市水道システム概略図

グランド・シュット
ダム

イエスル浄水場

カクリマ山麓湧水

カキンボ/バッシア/
9・28スタジアム/
インバヤ井戸

配水池
（合計：45,450m3)

市内配管
(1,500km）

各戸給水
(62,230接続）

公共水栓

約86,000m3/日

約2,500m3/日

約11,000m3/日

管路沿いの居住区
への給水

取水 導水 浄水 送水 配水 給水

 
 

グランドシュットダムからの原水は、導水管路(約 45km)を通じて自然流下によりイ

エスル浄水場まで導水される。導水管は口径 800mm の鋼管(旧系統)と口径 1,000mm のダ
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クタイル鉄管(新系統)が２本平行していて、新系統の一部区間(7.8km)は未完成で、｢ギ｣

国政府はこの区間の管敷設を我が国政府に対して要請している。 

 

浄水施設は 1965 年に建設されたイエスル第１浄水場(600 ㍑/秒)および 1995 年に建

設されたイエスル第２浄水場(450 ㍑/秒)があり、それぞれ｢凝集沈殿→ろ過→消毒｣お

よび｢凝集剤注入→急速ろ過→消毒｣という処理を行っている。要請されている浄水場の

拡張は、水需要量の増加に対応する目的で第３浄水場を建設するものである。 

 

イエスル浄水場からの浄水は送水管を通じて自然流下で市内の各配水池に送水され

ている。送水管は、鋼管(口径 700mm、27km)およびイエスル第２浄水場の建設(1995 年)

にともない敷設されたダクタイル鉄管(口径 1,100mm、23.5km)の２系列あるが、一部区

間が未完成となっていて、この未完成区間の送水管敷設が我が国に要請されている。 

 

市内の配水管は、ダクタイル鉄管/鋼管/PVC 管等で構成され、配水池から出る配水本

管と本管から分岐する口径 160mm 以下の２次配管、さらに小口径で路地に施工される３

次配管から構成される。配水管の総延長は 1999 年時点で約 1,500km である。給水区域

はラテライト層の岩盤地盤であるため掘削費が高いとの理由で既存配管の多くは土被

りが浅く(数十 cm 程度)、漏水や盗水が多く発生する原因となっている。コナクリ市の

給水方式は、各戸給水(62,230 接続、2003 年)およびスタンドパイプ方式がある。また、

不法接続による盗水が多く、料金収入に影響するほか、施工状態が悪くてさらなる漏水

の原因となるなど多くの問題を抱えている。 

 

現在、浄水場拡張を前提としたソンフォニア(Sonfonia)地区及びシメントリー

(Cimentirie)地区の配水管網整備が完了し施設普及率は約 82％に達したものの、給水

量が不足しているためこれらの地区には配水されていないのが現状である。半島の先端

に位置するカローム(Kaloum)地区には 24 時間給水が届いているが、その他の地区では

一日数時間程度しか配水されていない、あるいは、全く配水されておらず、不均衡な給

水状況が続いている。また、浄水場からの送水量が不足しているため、一部の配水池を

除きほとんどの配水池が機能しておらず、2000 年以降多くの配水池にバイパス管路が

設けられ、殆どの地区で配水池を経由せずに直接配水が続けられており、給水量の不足

が大きな問題となっていることから、生産水量の増加が急がれている。 

 

コナクリ市給水システムの現在の総生産水量は約 96,000m3/日と概算される。これに

対し、請求書が発行できる水量すなわち有収水量は約 36,000m3/日、メーターの不備や

盗水により料金請求していない水量が約 29,000m3/日、漏水による損失が約 34,000m3/

日もあり、無収水率が非常に高い。さらに、請求書を発行した額の内約 25％が支払遅

延や不払いとなっており、不払いや盗水による無収水率と配管の修理等による漏水率の

低減や不正接続の適正化も重要課題のひとつとなっている。 
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1.5 基本設計 

1.5.1 プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、｢ギ｣国の重要課題である貧困削減を目標として、首都コナクリ

市民に安全な水を安定的に供給しその生活環境の改善に資するため、生産水量の増加を

図るものである。 
 

1.5.2 設計方針 

本計画は、以下に示す方針に基づき策定した。 

・ 目標年次は PRSP の区切りとなる 2007 年とし、2007 年の給水区域人口は計画省デー

タから 1,726,000 人とする。 

・ 現況で供給水量が不足しているので、配水管網の拡張工事等はほとんど行われてい

ないことから、2007 年の給水率は現況の 82％とし、2007 年における水使用原単位は

52 ㍑/日/人程度(PRSP の 2003 年の目標値)とする。現在 60％以上の無収水率は現在

推進注中の有収率向上のための活動の効果が発揮されることを考慮し 40％に改善さ

れるものとすると必要量は 122,700m3/日と算定される。さらに、季節変動による増

加分を 10％とすると、2007 年の最大必要量は 135,000m3/日となるので、この水量を

供給するために、現在イエスル浄水場を含めた総生産水量 99,500m3/日をイエスル第

３浄水場を建設することにより 136,500m3/日に増加させる計画とする。 

・ 既存送配水管路及び既存浄水場の維持管理状況は、一定の水準に達していると判断

されることから、本プロジェクトで建設する管路及び浄水場は既存施設と同様の仕

様及び取扱い方法のものを採用する。従って、送水管路及び導水管路の口径は既存

管路区間と同様 1,000mm 及び 1,100mm とし、使用する管材も同様にダクタイル鉄管

とし水管橋区間は鋼管とする。イエスル浄水場拡張のために建設する第３浄水場の

処理方式は第２浄水場と同様とする。 

・ 要請されている漏水調査機材については、かつて現有機材を使用していた要員が新

規に調達する機材を使用することになっており、一応の調査技術を有しているので、

なるべく現有機材と同様の操作方法による調査機材を調達する。 

・ 送水管路敷設予定地の一部(アンタ市場付近)が不法居住者の家屋で占拠されている

ため、当該区間については、当初要請のあったルートから平行する国道１号線に迂

回する。また、不法占拠されていないものの市場が密集した地域を通過している区

間については、地元の商業活動に支障を及ぼさぬよう夜間工事を実施する。 

・ 建設用資機材は｢ギ｣国で入手可能なものを積極的に採用し、維持管理上問題が生じ

ない施設とする。また、現地資機材を活用することにより、コスト縮減を図る。 

・ 対象地域では特に７月と８月の雨量が大きく土工事は殆ど実施不可能な状況となる

上にアクセス道路の状況も悪いことから、７月と８月は原則として管敷設工事等の

土工事は行わないこととするが、降雨の影響を受けない躯体工事や水管橋架設工事

等、限られた乾季期間での工事進捗を図るように考慮する。 
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1.5.3 内容･規模 

(1) 施設建設 

計画施設の内容を表 1.5 に示す。 

 
表 1.5 建設する施設の内容 

 

番号 施  設 内  容 数 量 

1. 
導水管 

(口径:1,000mm、7.8km) 

・ ダクタイル鉄管（埋設部、一部地上配管） 

・ 鋼管(水管橋部) 

・ 付帯設備(空気弁、排泥弁等) 

7.0km 

７橋(0.8km)

一式 

2. 
イエスル第３浄水場 

(37,000m3/日) 

・ 薬品混合槽 

 (矩形コンクリート構造、混合層容量：40m3 

・ 急速ろ過池 

 (矩形コンクリート、重力式急速ろ過、26.6 m2/池

(ろ過速度：162 m/日、ろ過面積：240 m2、ろ過流

量調節：自然平衡式、ろ過材：アンスラサイト

(45cm)･ろ過砂(25cm)･砂利層(30cm)、下部集水装

置：ストレーナー式、洗浄方式：逆流洗浄のみ、

運転方式：現場手動操作) 

・ 薬品用配管 

 (既存薬品注入装置から薬品混合槽までの薬品注

入用パイプ(３系統)および付帯設備) 

・ 場内配管 

 (原水管、浄水管及び付帯設備) 

・ 外構工事 

 (排水溝、場内道路等) 

１池 

 

 

９池 

 

 

 

 

 

一式 

 

 

一式 

 

一式 

3. 
送水管 

(口径:1,100mm、3.5km) 

・ ダクタイル鉄管(埋設部) 

・ 鋼管(水管橋部) 

・ 付帯設備(空気弁、排泥弁等) 

3.5km 

1 橋(72m) 

一式 

 

(2) 機材調達 

本計画で調達する資機材の内容を表 1.6 に示す。 

 
表 1.6 調達資機材の内容 

 

№ 品  目 数 量 仕様/内容 

1. 相関式漏水探知機 1 式 
作動方式:極性相関、表示部:大型 LCD、構成:本体ｱﾝﾌﾟ･ｾﾝｻｰ･ﾍｯﾄﾞﾎ

ﾝ他 

2. 音聴棒(1.5m) 4 式 タイプ:鋼製棒、長さ:1.5m 

3. 漏水探知機 4 式 
増幅度:59.0dB±3dB、ﾌｨﾙﾀｰ: 100～1200Hz、構成: 本体ｱﾝﾌﾟ、ｾﾝｻｰ、

ﾍｯﾄﾞﾎﾝ他 

4. 
ポータブル超音波

流量計 
2 式 

測定材料: 鋼鉄、ｽﾃﾝﾚｽ、鋳鉄、PVC 他、測定サイズ: 管径 13 ‒ 

5,000mm、構成: 本体アンプ、電源アダプター、標準センサー、大

型センサー1個 

5. 金属探知機 1 式 
周波数: 9.75kHz、測定深度:40cm, 60cm、構成: 本体、引き込み式

円盤ｱﾝﾃﾅ 

6. 金属管路探知機 1 式 
周波数:27‒334kHz、測定誤差:1.2m-±2cm, 5m-±25cm、構成:送信

機、受信機、ｱｰｽ用ｹｰﾌﾞﾙ他 

7. 非金属管路探知機 1 式 
発信周波数: 50‒ 500kHz、増幅度: 120dB、構成: 発信機、アンプ、

センサー 

8. 水圧ゲージ 2 式 タイプ: アウトサイド型、付属品: 各種アダプター 

9. ボーリングバー 2 式 サイズ: 1 m 
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1.6 維持管理計画 

(1) 給水施設の維持管理 

本プロジェクトの責任機関は協力省(Ministère de la Coopéraion)で、実施機関は都市
水道事業を担当している SEG である。SEG は水資源･エネルギー省(Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Energie: MHE)の傘下にある全株政府保有の公社である。SEG は首都
コナクリ市のみならず、地方都市の水道事業も運営している。全体で 8 万件強の接続

数の 21％が地方都市に属し、全体で約 570 人の職員中約 100 人が地方都市水道事業を

担当し、残りの約 470 人がコナクリ市のそれを担当している。2005 年 11 月、SEG は総

裁の交代の際に組織を一新し、命令系統をより簡素化し、予算や決定権にかかる権限

を各部門に委譲し、より実行力の高い組織に改変した。MHE 及び SEG の組織図は図 1.3

に示すとおりであるが、有収率改善のための PACT 活動部門は総裁直轄のまま位置づけ

られており、SEG の有収率改善にかける意気込みが伺われる。 

 

浄水施設は現在２つの浄水場で 1,050 ㍑/秒の原水を処理しており、増加分 450 ㍑/

秒を 1 つの新設浄水場で処理する。浄水場は現在、場長以下 13 人の陣容で運転されて

いる。浄水場の運転管理については一定の水準が維持されているものと判断され、特に、

第２浄水場は単純な操作のみで運転が出来るように設計されており、計装類もほとんど

ないと言って良いほど単純化されており、操作上の問題はほとんどない。本計画の拡張

工事で建設される第３浄水場は現有の第２浄水場とほとんど同様の構造と浄水方式と

なっていることから、維持管理面で技術的な問題が生じることはない。本計画で建設さ

れる第３浄水場の運営･維持管理のために４名(浄水処理技術者:１名、運転要員:３名)

の増員が必要になる。 

 

グランドシュットダムからイエスル浄水場までの導水管路及び浄水場から給水区域

までの送水管路の維持管理は、現在 13 人の要員を有する送水課が担当している。送水

課では見回り等の結果漏水箇所等の不具合を発見した場合は直ちに修理作業を行うこ

ととなっている。本プロジェクトで管路を建設することにより、ダムから給水区域まで

の管路が全て２条になるが、現有の 13 名を増員する必要はない。 

 

(2) 機材の維持管理 

本プロジェクトで調達する漏水調査用資機材は全て SEG の漏水調査班が使用する計

画である。漏水調査班は SEG のアビアシオン事務所にあり、調達する機材は事務所内の

調査機材置き場で保管される。漏水調査班は漏水調査技師(班長)１名の他４名の調査ア

シスタントの計５名体制で運営されている。本プロジェクトで導入する調査機材は１班

による調査を前提とした機材構成としていることから、特に増員の必要は無い。 

 

これまで PACT活動においてはSEG組織の横の連携で漏水調査班が必要に応じて活動

の一部(漏水調査及び漏水箇所の修復等)に参加する体制であった。現地調査で実施体制

を確認したところ、PACT 活動をより強力に推し進めるため、漏水調査班はこれまで所

属していた浄水生産･給水網部から PACT 部門に移管され、PACT 直属の部門として漏水

調査活動を行う体制となった。 
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水資源･エネルギー大臣

財務顧問技術顧問 法務顧問
ミッション
担当顧問

次　官

官房長官

国家エネル
ギー局(DNE)

ギニア電力
公社(EDG)

国家給水施設
整備局(SNAPE)

国家化石燃料
局(DNH)
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ﾛｼﾞｽﾃｨｯ
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ギニア水道公社(2005年11月～)

PACT: 技術効率及び有収率の改善計画

協 力 省

経済統合局
援助調整･
協力関係局

協力大臣

閣議担当

次　官
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漏水調査班
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図 1.3 協力省、水資源･エネルギー省及びギニア水道公社組織図 
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さらに、SEG は漏水対策と合わせて、有収率低下の大きな原因となっている盗水に対す

る活動も強化する意向で、表1.7に示すような17項目の盗水対策活動の実施を計画し、

これら活動の実施に必要な経費として約 750 万ドルの予算化を検討している。 

 
表 1.7 SEG が計画している盗水対策活動の概要 

 

活 動 期 間 期待される成果 

パーフォーマンス

インジケーター 

1. 処理水貯水槽からの配水

圧に応じた配水地域の再

決定 

2005 年 12 月 配水量を適正に計量するため、配

水地域を独立させる 

55 の給水区域の設

置 

2. 配水網の区画化と配水圧

メーターの設置 

2005-2006 年 オペレーション前と後の配水基準

量の設定 

55 のメーター 

3. 配水地域に対する顧客メ

ーター指数数記録巡回の

適合化 

2006 年 6 月 配水地域毎および地域要員毎の有

収水量の測定 

巡回数を 270 から

350 に増加 

4. 顧客メーター指数記録巡

回 1 回当たりの顧客数の

再コード化と最適化 

2005-2006 年 - 現場に於ける迅速な顧客の把

握と位置特定 

- 有収率の改善 

- 徴収率の改善 

地域要員毎に顧客

1200 件 

5. 配水地域の各顧客を特定

しコード番号をつける 

2005-2006 年 対象地域の有収率と技術的効率の

自動的算定 
- 

6. 全ての給水引き込み(メ

ーター無し、破損したメ

ーター、効果的な閉鎖シ

ステム無し)の正常化 

2005-2007 年 - 有収水量の完全な把握 

- 水売り上げ高と徴収率の改善 

有収率を 65％に改

善、18 ヶ月で徴収

率を 90％にする 

7. 漏水調査ユニットによっ

て全ての漏水の調査と解

消 

 

2005-2007 年 - 生産水量の把握、 

- 生産コストの把握 

- 水の節約 

- 給水サービスの改善 

有収率を 65％に改

善 

8. メーターワークショップ

の改修と機材 

2006 年 計量工具の校正と修理 
- 

9. 全ての盗水の特定、正常

化または廃棄 

2005-2007 年 - 盗水ケースの分類 

- 盗水率の算定 

盗水率を 26％から

７％に削減 

10. 契約離脱者再接続 2005-2007 年 販売増加 契約離脱率を 22％

から７％に削減 

11. 人員の教育・研修 常時 生産性の改善 - 

12. 技術チーム向けのロジ機

材(現場用車両、オートバ

イ、コンプレッサー)の調

達 

2005 年 生産性の改善 

- 

13. 資機材(バルブ類、配管機

器)の調達 

2005 年 配水網のモデル化 
- 

14. 現場作業要員の保護のた

めの安全要員の配置 

2005 年 9 月 生産性の改善 行政措置 

15. 引き込み資機材の販売の

規則制定 

2005 年 9 月 漏水・盗水の管理 行政措置 

16. 啓発とコミュニケーショ

ン 

常時 消費者と SEG 職員の盗水撲滅政策

への賛同 

 

17. 裁判所内に盗水処理部門

の設置 

2005 年 9 月 盗水に対する強制執行権 行政措置 

 

SEG によると上記対策に必要な経費(750 万ドル)については、ギニア電力公社(EDG)
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で問題となっている盗電対策活動と一括で政府側の了解が概ね取れているとのことで

ある。 

 

1.7 施工計画 

1.7.1 施工方針 

① 本計画は｢ギ｣国政府と日本政府との間で交換される交換公文(E/N)に記載された条

件によって実施される。本プロジェクトの｢ギ｣国側実施機関は水資源･エネルギー省

に所属する SEG である。事業実施後の施設及び機材の維持管理･運営は SEG が引続き

実施する。SEG は実施に際して詳細設計、入札図書の作成、入札にかかる補佐、建設

工事、資機材調達の管理の実施といったサービスを受けるためにコンサルタントを

雇用する。建設工事の実施においては本計画の施設建設工事を担当できる現地下請

業者の活用を図る。 

② 工事用資材の運搬のため、起点から終点までの約 7.8km の区間に仮設道路を築造す

る。計画地区は良好な表層地盤で支持されていて、原則として道路幅４mの除草と整

地を行なう。河川横断部では、コルゲート管を埋設した上を盛土して仮設道路を築

造する。 

③ イエスル浄水場のろ過池建設予定地の上に高圧送電線(11 万ボルト)が架かっている

が、架線から施設まで安全な距離が確保できることが確認されたので、移設しない

で施工する。施工中は建設業者に高圧線を防護して作業中に接触事故等が発生しな

いよう作業計画立案の際に指導する。 

④ 不法居住家屋が密集していて数十件の住民移転の必要がある区間は、計画管路を迂

回させて、並行する国道 1 号線沿いに敷設するが、公共事業省によると当該国道は

拡幅工事の計画があり 2006 年初めに工事が開始される予定で、工事サイトやアクセ

スへの立入りの問題が生じる可能性が高い。当該区間の工事実施に際しては、SEG、

水資源･エネルギー省、及び、公共事業省との連携を図り、工事上拡幅工事担当の建

設業者と問題が生じないよう調整を図る。 

⑤ 調査対象地域は、ラテライト土壌に覆われた比較的風化の進んだ岩盤地盤の土質条

件である。このため管敷設工事においてはバックホウとブレーカによる岩掘削を採

用する。導水管路の場合延長が約 7.8km にも及ぶことから多くの建設機材を要する

上、工期も限られているので、工事実施に当ってはこれら建設機械の配置が最適な

ものとなるように工程計画を策定するよう建設業者の指導に当る。 

⑥ 送水管路の計画路線の一部は密集した商業地区(アンタ(Enta)市場、約 320m)を通過

するので夜間施工を実施する計画とする。掘削土は市場の外に搬出し、また掘削箇

所は覆工板で仮復旧しておき昼間の営業に影響が少なくなるよう配慮する。 

⑦ コスト縮減を図るため、本計画では既存管との接続にあたり不断水工法は採用せず

に、送水系統を一時断水して施工する方針とする。断水時間はなるべく短時間とな

るように配慮し、閉鎖するバルブ類の位置を把握したうえで、事前に施工手順書を

準備して関係機関への周知を図り、手違いが生じないようにする。送水管路建設の

予定地は市街地で既存の給水区であるため、機械掘削を行なった際に既存給水管を

切断する等問題を生じる可能性が高い。切断した既存管はすみやかに施工業者が現

況復旧して断水の影響が少なくなるように配慮する。 

⑧ 現場にバッチャープラントを設置する。製造したコンクリートはコンクリートバケット
に積み込みクレーン車で打設する。現場は年間平均気温が 31℃と高温であることから、
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暑中コンクリートの施工要領に基づいて施工する。コンクリートが高温による品質低下

しないように、材料、型枠等の温度上昇を避けるために、材料に日除けを設けたり、骨

材や型枠に散水や覆い等の処置を施して出来るだけ温度が低くなるように管理する。打

設終了後は速やかに養生を開始し、必要に応じて散水または覆い等の処置を施し、コン

クリートの表面を乾燥から保護する。浄水場躯体は水密性が要求され、コンクリート表

面が堅牢でかつ組織が密実で、表面にひび割れ、気泡、凹凸、すじ等の欠陥部が少ない

ことが必要である。また、使用材料、配合、コンクリート打設方法等が一定となるよう

に、定められた区画のコンクリートを連続して打ち込み、一様で良好な表面状態になる

ように入念な施工を行なう。仕上がり面は金ごてでセメントペーストを押し固め、密実

な表面に仕上げる。 
 

1.7.2 施工区分 

本プロジェクトが実施された場合の我が国と｢ギ｣国政府側との負担区分は表 1.8 に

示す通りである。 

 
表 1.8 ｢ギ｣国側及び日本側の施工負担区分 

 

項  目 日本国側 ｢ギ｣国側 

(1) 仮設用地(浄水場横の SEG 所有地、シンバヤ事務

所敷地) 
 ○ 

(2) 施設用地(含工事用用地、アクセス道路)の確保  ○ 

(3) 浄水場アクセス道路の不陸処理  ○ 

(4) 浄水場周りのフェンス移設工  ○ 

(5) 地下埋設物の情報提供及び掘削時の立会い  ○ 

(6) 既設管と新設管との接合時の協力(工事立会いと

断水の連絡) 
 ○ 

(7) フラッシングと水圧試験用水の提供  ○ 

(8) 塩素消毒時の作業協力  ○ 

(9) 試掘(地下水位、地下埋設物の確認) ○  

(10) 本体工事(計画、資機材準備、施工) ○  

(11) 送水管のフラッシング、水圧試験と塩素消毒 ○  

(12) 導水管のフラッシングと水圧試験 ○  

(13) 浄水施設(薬品混合槽、急速濾過池、場内配管)水

密試験 
○  

(14) 浄水場既存関連施設(前塩素及び石灰注入施設)

の修理 
 ○ 

(15) 管路建設予定地内の不法住居、畑、プランテーシ

ョン等の除去 
 ○ 

(16) 資機材配備先の機材保管用地及び施設の確保  ○ 

 

上記項目のうち、工事開始前に準備しておく必要のある項目(1)、(3)、(14)、(15)

及び(16)の 2005 年９月時点での状況は以下の通りである。 

 

項目(1): 仮設用地(浄水場横の SEG 所有地、シンバヤ事務所敷地)の提供 

工事実施時に資材の仮置き場やバッチャープラント等の機材置き場として利用する

ことを予定している SEG 所有の土地で、いつでも利用可能な状況で保全されている。 
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項目(3): 浄水場アクセス道路の不陸処理 

雨季後であるにもかかわらず状況は概して良好であるが、一部雨季の降雨のために

不陸が大きくなっている箇所があり、これらの箇所については雨期明け後工事開始まで

に処理しておく必要がある。 

 

項目(14): 浄水場既存関連施設(前塩素及び石灰注入施設) 

イエスル第２浄水場と兼用とすることとして計画されていた前塩素及び石灰注入施

設が一部破損していたためこれを修復する必要があった。必要な修復工事、機材の交換

は世銀の融資残を利用して既に完了しており、十分な機能を果たしている。 

 

項目(15): 管路建設予定地内の不法住居、畑、プランテーション等の除去 

第１期工事で実施が予定されている導水管路(約 7.8km)下流部付近の管路建設用地

に一部侵入している油ヤシのプランネーションは、工事開始前に除去するようプランテ

ーション所有者に既に通告済みで撤去手続きが開始されている。送水管路建設用地内の

小屋等についても撤去手続きが開始された。 

 

項目(16): 資機材配備先の機材保管用地及び施設の確保 

漏水調査機材は漏水調査班の機材置き場となっているアビアシオン事務所に配備さ

れ、事務所内の調査機材保管室は既に確保されている。 

 

1.7.3 資機材等調達計画 

本プロジェクトの資機材の調達は現地あるいは本邦での調達を原則とするが、一部

資材については第三国調達とする。下表に本プロジェクトで調達を予定している資機材

の調達先を示す。 

 
表 1.9 主要機材の調達先 

内  容 

№ 品  目 日 本 第三国 ｢ギ｣国 

1. 建設資材 

1.1 ダクタイル鉄管  ○  

1.2 鋼管  ○  

1.3 セメント   ○ 

1.4 鉄筋   ○ 

1.5 砂利･砂   ○ 

2. 調達機材(漏水調査機材) 

2.1 相関式漏水探知機 ○   

2.2 音聴棒(1.5m) ○   

2.3 漏水探知機 ○   

2.4 ポータブル超音波流量計 ○   

2.5 金属探知機 ○   

2.6 金属管路探知機 ○   

2.7 非金属管路探知機 ○   

2.8 水圧ゲージ ○   

2.9 ボーリングバー ○   

 

日本からの輸送はコナクリまで海路で、コナクリ港から市内の SEG のシンバヤ事務

所へ搬入する。輸入の際に輸入税や付加価値税が課せられるが、協力省の責任で免税措
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置される。 

 

1.7.4 概算事業費 

先に述べた我が国と｢ギ｣国との負担区分に基づくと、本計画を日本の無償資金協力

により実施する場合に必要となる日本側負担事業費の総額は約 15.03 億円となる。その

内訳は表 1.10 に示す通りである。 

 
表 1.10 日本側負担経費総括表(基本設計時) 

 

概算総事業費 約 1,503.0 百万円
 

費 目 概算事業費(百万円) 

導水管路建設工事 掘削、導水管敷設、埋戻し 758.4 

浄水場拡張工事 ｲｴｽﾙ第３浄水場建設 146.4 施

設 
送水管路建設工事 

掘削、送水管敷設、埋戻し、舗装

復旧 
439.3 

機

材 
漏水調査機材 

相関式漏水探知機、漏水探知機、

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ超音波流量計、金属探知

機、金属管路探知機、非金属管路

探知機、水圧ゲージ等 

15.4 

1,359.5 

実施設計･施工/調達監理･技術指導 143.5

概算事業費(合計) 約 1,503.0 百万円

 

また、｢ギ｣国側負担経費は表 1.11 に示す通り 0.03 百万円である。 

 
表 1.11 ｢ギ｣国側負担経費総括表 

(単位:百万円)

項 目 経 費 備 考 

(1) 仮設用地(浄水場横の SEG 所有地、シンバヤ

事務所敷地) 
- SEG の用地であるため無償貸与となる。 

(2) 施設用地(含工事用用地、アクセス道路)の確

保 
- 

SEG の施設用地であることから収用に問題はな

い。 

(3) 浄水場アクセス道路の不陸処理 - SEG の人夫数名を派遣して実施する。 

(4) 浄水所周りのフェンス移設工 0.03 SEG の人夫により移設工事を実施する。 

(5) 地下埋設物の情報提供及び掘削時の立会い - 管路路線区域担当の SEG 職員が立ち会う。 

(6) 既設管と新設管との接合時の協力(工事立会

いと断水の連絡) 
- 

SEG 職員による断水時間等の連絡、関連するバ

ルブの開閉等 

(7) フラッシングと水圧試験用水の提供 - SEG の給水を利用する。 

(8) 塩素消毒時の作業協力 - SEG による消毒用水の提供、断水時間等の連絡

(9) 浄水場既存関連施設(前塩素及び石灰注入施

設)の修理 
- 

現在、世銀の残預金で実施中の上水道リハビリ

テーションで交換･修理するので新たな予算措

置は必要ない。 

(10) 管路建設予定地内の不法住居、畑、プランテ

ーション等の除去 
- 

SEGが管轄する管路用Right-of-Wayなので立退

き及び撤去の命令をする。 

(11) 資機材配備先の機材保管用地及び施設の確

保 
- 

漏水調査機材は現有漏水調査機材の保管場所

に保管する。 

合    計 0.03 - 
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1.7.5 実施工程 

本計画の実施は２期分けで行い、工期は第 1 期 14 ヶ月、第２期 12 ヶ月である。岩

掘削が主体となる管路建設工事がクリティカルパスとなり、管材は数回に分けて搬入し、

最初の搬入までの期間を３ヶ月程度で行う必要がある。基本設計時の事業実施工程は図

1.4 に示すとおりである。 

 

1.8 協力対象事業実施に当っての留意事項 

協力対象事業を円滑に実施するためには、以下の点に留意する必要がある。 

 

(1) 送水管迂回ルートにかかる公共事業省との調整と建設許可の取得 

送水管路(3.5km)の路線の内、アンタ市場付近で一部区間(約 400m)の管路建設用地が

不法占拠されていることから、該当区間のルートを並行する国道１号線沿いに変更する

計画となっている。国道は 2005 年に拡幅改修工事の着工が予定されており、公共事業

省(Ministère des Travaux Publics: MTP)によると、道路沿いに幅約 10m の公共施設埋

設用地が計画されており、本計画ではこの用地に送水管路を建設することとしている。

管路建設工事は道路拡幅工事の実施予定に合わせて行う必要がある。また、工事に先立

ち当該用地での管路建設にかかる許可を取得しておく必要もある。 

 

これらの調整や許可取得が工事開始に先立ち遅滞なく完了していないと、管路敷設

工事の工程に大きな影響が出る可能性がある。従って、実際の工事が円滑に進められる

ようこれらの業務は SEG がその責任において水資源省と適宜協力して工事開始前に完

了しておくことが肝要である。 

 

さらに、上記以外の区間においても管路建設用地を不法に占拠している小屋やバラ

ック、物置や駐車場が確認されている。工事を円滑に実施し近隣住民との摩擦を避ける

ために、これらの不法家屋や不法使用を SEG の責任で工事開始までに撤去しておく必要

がある。 

 

2005 年９月時点で建設業者は既にロシア系及びイタリア系の地元業者を２社選定済

みで、本迂回ルートにかかわる工区の工事を担当するのはロシア系業者で、現在業者に

よる確認測量と施工図面作成が進行中である。基本設計時に拡張工事の入札図面でルー

ト確認を行っているが、再度施工図面により現地で線形を確認する必要がある。現時点

では施工図面等の準備が完了していないが送水管路の詳細設計時(2006 年７月頃)には

完了していると想定されることから、これらの調整作業は送水管路の詳細設計時に SEG

が公共事業省と行う必要がある。 

 

(2) 商業密集地区横断区間の工事の際の住民説明と治安の確保 

本プロジェクトにおいては、送水管路の路線の一部がアンタ市場を横断するように

設定されている。昼間は道路沿いの露天商や商店への買い物客等の往来で混みあってお

り、工事のために工事期間中地元の商業活動を停止させるようなことは不可能と考えら

れる。従って、該当区間の管敷設工事は夜間に行い、昼間の商業活動への影響を最小に

とどめることとした。夜間工事を行うにしても地域住民の本工事に対する理解が必須と

考えられる。従って、工事実施に当たっては地域住民との無駄な摩擦を避け、工事を円
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滑に進めるために、SEG の責任で住民に対する説明会･公聴会を開催し、住民の理解を

得ておく必要がある。また、間所柄から治安上の問題が生ずる可能性もあることから、

SEG を通じて関係機関への協力を要請しておくことも重要である。 

 

(3) シンバヤ事務所用地及びイエスル浄水場横の空地の一時的利用 

本設計では、管路建設のための管材等工事資材の仮置き場として、送水管路建設に

は SEG のシンバヤ事務所用地を、また、イエスル第３浄水場建設の際のバッチャープラ

ント設置や各種工事資材置き場を浄水場横の空地を利用する計画となっている。特に、

送水管路建設においては、住宅や商店が密集している地区を路線が横断していることか

らシンバヤ事務所用地以外には近隣に適当な面積の用地がなく、工事資材の仮置き場の

確保は工事の成否を握る重要な事項となっている。予定している建設工事を遅滞なく実

施するためには、これらの SEG が所有する用地の提供が必須である。 

 

(4) 遅滞の無い管材調達 

本プロジェクトの工程計画上クリティカルパスとなるのは管路建設工事である。特

に、第１期で建設が予定されている導水管路の建設は、雨季中の工事が不可能であるこ

と等から掘削及び管敷設工の工程が非常にきついため、管材の搬入も４回に分割して工

事規模を一定に保つように計画されてる。本計画では第三国製の管材の注文から搬入ま

での期間を３ヶ月程度として設定しているが、管材の搬入が遅れるとその後の工事工程

に大きく影響することから、建設業者の管材の調達管理が確実に行われ工事工程に悪影

響が及ばないよう施工監督の際に配慮する必要がある。 

 

(5) ｢ギ｣国側分担事業の励行 

本プロジェクトは上述の｢ギ｣国側分担事業が確実に励行されることが前提となって

いる。特に、施設建設用地やアクセス、関連施設の修理等、計画の根本となるものや完

成した施設の機能上の問題に係るものも多いことから、これらの｢ギ｣国側分担事業につ

いては確実にそれが必要な時期に実施されるよう SEG、コンサルタント、及び建設業者

の間で調整される必要がある。 

 

1.9 問題点の把握 

第 1 期工事にかかる E/N は 2005 年６月に締結済みで、その内容は導水管路(7.8km)

の建設及び漏水調査機材の調達である。E/N の期限は 2006 年３月で１年の繰越を前提

としても 2007 年３月が期限となり、この期間中にこれらの建設工事と機材調達を完了

する必要がある。当初基本設計では E/N 締結後 2005 年７月に詳細設計調査を開始する

予定であった。しかしながら、本事業化調査の現地調査開始が９月となっていることか

ら、既に２ヶ月の遅れが生じており、当初計画のままでは E/N 期限内に事業を完了でき

なくなってしまう。従って、事業の E/N 期限内完了を目的として協力実施範囲と工程に

ついて検討し、無償資金協力として当初計画した事業実施効果を損なうことがないよう

に事業内容と実施工程を見直し、必要があれば修正を加える。 
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第２章 事業実施工程の見直し 

 

2.1 工期短縮の必要性 

1.9 節で述べたとおり、第 1 期工事にかかる E/N は 2005 年６月に締結済みで、その

内容は導水管路(7.8km)の建設及び漏水調査機材の調達である。E/N の期限は 2006 年３

月で１年の繰越を前提としても 2007 年３月が期限となり、この期間中にこれらの建設

工事と機材調達を完了する必要がある。 

 

下図に示すように、当初基本設計では E/N 締結後 2005 年７月に詳細設計調査を開始

する予定で、本事業化調査の現地調査開始が９月となっていることから、既に２ヶ月の

遅れが生じており、計画内容を見直す必要がある。 

 

現
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内
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施工（15ヶ月）
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基
本
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計

見
直
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案
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(基本設
計と同様)

2005年 2006年 2007年
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暦年

事業年度 2005年度 2006年度 2007年度

E/N(予定）

竣工（予定）

竣工（計画）

P
Q

準
備

説
明

事業化調査報告書

契
約

入
札

契
約

(実施設計)

(事業化調査)

(入札)

(入札)

(施工監理)

(施工監理)

(実施設計) (入札) (施工監理)

閣議(予定）

2ヶ月

調査開始の遅れ

2ヶ月

着工の遅
れ

工期を15ヶ月から13ヶ月に短縮

 
図 2.1 事業実施工程の見直し 

 

基本設計においては実施設計と業者選定にかかる期間を以下に示すように６ヶ月と

して、着工を 2006 年１月初に設定している。 

 

・ 実施設計-入札図書承認: ３ヶ月(７月初～９月末) 

・ 入札資格審査(P/Q)公示-入札(契約): ３ヶ月(10 月初～12 月末) 

 

第 1期工事分(導水管路(7.8km)の建設及び漏水調査機材の調達)の実施設計を行う本

事業化調査の現地調査は 2005 年９月初からの開始となっており、実施設計調査の開始

が当初計画より既に２ヶ月遅れている。本事業化調査による詳細設計(除入札図書準備)

は 2005 年 11 月中旬に実質的に完了し、第１期分コンサルタント契約に係る｢ギ｣国実施

機関宛推薦状発出の後、同年 12 月初にコンサルタント契約が完了し入札に向けた手続

きが開始される。コンサルタント契約後直ちに入札図書(案)を準備し、｢ギ｣国側実施機

関の承認を取り、同年 12 月末に入札資格審査(Prequalification: P/Q)が公示された場

合、年末年始の休業期間を考慮すると翌年(2006 年)１月中旬に図渡し(入札図書交付)

となり、45 日間の入札期間を確保すると入札は 2006 年２月末頃となり着工は同年３月

初頃となる。この手続き等に要する期間を短縮することは不可能と判断されることから、

着工は早くても 2006 年３月初頃となってしまう。 
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着工を 2006 年３月とした場合、当初 2006 年１月としていたものが２ヶ月遅れてし

まうことになり、工期を E/N 期限である 2007 年３月とすると、工期を当初の 15 ヶ月か

ら 13 ヶ月に２ヶ月短縮する必要がある。このため、工事が工期内に完了するよう建設

工事の工程計画を見直し、見直した工程計画に基づき概算工事費についても積算しなお

すこととした。 

 

第２期工事は浄水場拡張工事(イエスル第３浄水場の建設)と送水管路(3.5km)の建

設を内容とするものであるが、その E/N は 2006 年に予定されており、上記の遅れによ

る実施工程上の影響はない。 

 

2.2 工期短縮の検討 

2.2.1 工期短縮の基本方針と代替案 

(1) 検討の基本方針 

第１期工事の工期短縮にかかる検討を実施するに当たり以下に示す事項を検討の方

針とした。 

 

① 第 1期工事の E/N が両政府間で既に締結されていることから、事業の内容(導水管路

(7.8km)の建設及び漏水調査機材の調達)については原則として基本設計で提案され

ているものから変更せず、建設工事の工程計画を見直すことで所定の期限内での工

事完了を図る。 

② 基本設計で提案されている建設する施設の仕様については、既存導水管路と同様の

材質･構造とすることが｢ギ｣国側実施機関と既に確認済みであることから、本事業化

調査でこれらの仕様の変更は考慮しない。 

③ 基本設計で提案されている施設建設の工法は、当該国においても我が国においても

ごく一般的に適用されているものであることから、これら提案されている工法を工

期短縮目的で特殊なものに変更するようなことはせず、現提案の工法の工程計画を

見直すことで工期の短縮を図る。 

④ 漏水調査機材の調達については、本調達の工程が建設工事の工程とは無関係でその

調達期間が全体工期に影響するものではないことから、本工期の検討では基本設計

で提案されている調達期間をそのまま適用する。 

 

(2) 工期短縮のために検討する代替案 

第 1期工事におけるクリティカル・パスは、ダクタイル鉄管の敷設工事、すなわち｢管

材の調達｣→｢掘削工事｣→｢管据付･接続工事｣である。また、水管橋工事も工程を見直す

必要がある。工程計画の見直しでは、こうしたクリティカル・パスを無理なく短縮する

方策を検討する。また、対象地域は５月から 10 月の雨季のうち７、８月は著しい多雨

のために土工事および埋設管の敷設工事が施工不能となることから、同期間の前、中お

よび後では実施できる工種の制約が異なるという点に留意して工程計画を策定する。具

体的な方策としては、以下に示す７項目を代替案として検討する。 

 

① 雨季前に埋設管路の掘削を行う 

② 雨季前に水管橋の基礎を築造する 

③ 雨季前に空気弁室を築造する 

④ 管材の調達期間の短縮する 

⑤ 施工班数の増強を図る 

⑥ 水管橋の橋脚構造の見直す 
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⑦ 水管橋の鋼管の接合方法を見直す 

 

2.2.2 工期短縮の検討 

前項で挙げた工期短縮のための代替案について、現地調査や

事前検討に基づきその適用の可能性や短縮の効果等につき確

認し、適用の可能性と効果が高いと判断された案につき具体

的に工程計画に反映し、適用する工事範囲等について確認し

た後に最適な工事実施工程計画を策定する。 

 

(1) 代替案適用の可能性と効果の確認 

各代替案にかかる現地調査及び事前検討による適用の可能

性と効果は以下に取りまとめたとおりである。 

 
① 雨季前に埋設管路の掘削を行う 
雨季、特に降雨が最も多い７･８月前に掘削工のみを実施し、

掘削部の仮埋め戻しを完了しておくことにより、９月以降の

導水管路建設工事を管据付･接続工から開始することができ

るため、全体工期の短縮を図るものである。雨季中の降雨により掘削断面が崩落する可

能性があるため、この方式を採用できる工区は掘削工事が岩掘削となる部分のみである。 

工期短縮のための代替案
(７案)

適用可能で効果的な
代替案選定
(３案)

適用の可能性と
効果の確認

全体工程計画に反映

図2.2　工期短縮の検
　　討フロー

 

基本設計では導水管路

工区の下流端から約１km

を除く区間が岩掘削とな

っているので、これを再度

現地で確認した。SEG 及び

既存管路建設当時に建設

工事を担当した建設会社

の施工担当者によると、本

プロジェクトで建設する

導水管路と同路線で並行

する既設管路を 1994 年当

時に建設したが、その際は

工区の約 80％でブレーカー等による岩掘削を実施したとのことであった。従って、サ

イトへのアクセスおよび岩層の露出状況から、６月までの掘削工事は工事起点(上流側

接続点)から下流方向へと掘削工事を進める方針とする。 

(追加工種）

(追加工種）

通常の施工フロー 雨季前に掘削する場合の施工フロー

6月まで 9月以降

2次掘削

仮埋め戻し

表土掘削

岩破砕

敷き砂敷設

管据付・接合

埋戻し

破砕片除去

表土掘削

岩破砕

敷き砂敷設

管据付・接合

埋戻し

破砕片除去

図 2.3 管路敷設工事フロー 

 

先行掘削は、バックホウで表土掘削の後、大型ブレーカで岩破砕、破砕片を除去す

る。掘削溝が７･８月の雨季の間放置されるので安全のために、一旦掘削土で仮埋めし

て保護する。９月に降雨量が少なくなったら、埋め戻し箇所を再度バックホウ掘削して

トレンチを仕上げ、管敷設工事を継続する。 

 

仮埋め戻し及び２次掘削の２工程が追加工程となり工事費増加の要因となるが、工

期縮効果は大きく、工事班数を増加させる必要がなく使用する建設機械の種類も当初の
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工法と同様のものを適用できることから、工期短縮の方策として最も有効と判断される。 

 

② 雨季前に水管橋の基礎を築造する 

基本設計では水管橋の鋼管の調達期間を約３ヶ月と想定していたことから、施工サ

イトへの着荷は３月の着工後直ちに発注されたとしても７月頃となってしまう。基本設

計調査では７橋を９ヶ月間で施工する工程計画で、原工程のまま最雨季以降の９月に水

管橋の工事を開始すると所定の工期内に竣工できない可能性がある。そこで、６月まで

に橋脚の基礎築造工を先行し、管材が着荷した段階で架設工事を行うように工程を見直

す必要がある。下図に示すとおり、一つの水管橋の施工フローを最適化するのではなく、

６月までにできる工種を選定して７つの水管橋全体で最適化できるように工程計画を

見直す。 

 

水管橋A

水管橋B

水管橋C

5月 6月 7月 8月 9月

水管橋D

基礎築造
橋脚
設置

架設

基礎築造
橋脚
設置

架設

基礎築造
橋脚
設置

架設

基礎築造
橋脚
設置

架設

10月

土工

土工

土工

土工

（7月頃に管材が着
荷、鋼製橋脚の製
作が終わる）

・6月までに掘削、基礎築造を行なう
・一つの水管橋の工程を部分最適
化するのではなく、7つの水管橋全
体での全体最適化を図る

・橋脚の設置、水管橋の
架設は、資材が着荷して
からまとめて行う

（注）工程計画の見直しの考え方を示すために工程を簡略化して示した
概念図であり、実際の工程計画を厳密に表していない。詳細の検討は調
査の中で行う。

 
図 2.4 水管橋架設工程の見直しの概念図 

 

現地調査では河川横断部の河川流況を確認した。雨季中の流量は全ての河川につい

て増加しており、降雨が激しいときは増水し河川幅が広くなるものの、そういった箇所

での流速は非常に小さく、雨季前に橋脚基礎部を建設しても問題はないと判断された。 

 

９月からは降雨量が７･８月に比べて減少する。現地調査によると、窪地や低湿地を

除き砂質分の多いラテライト質の土壌に覆われており土壌の排水性が良く、雨季直後で

もアクセス状況が比較的良好で工事を開始できる地区も多いと判断された。従って、雨

季前に水管橋基礎部分の建設を完了しておくことは、高い工期短縮効果を期待できると

判断される。 

 

③ 雨季前に空気弁室を築造する 

空気弁は管路路線上で標高が前後の区間より高い箇所に設けられることから、設置

が計画されている地点は比較的排水性の良い箇所である。弁の据付けは雨季後になるた

め弁室内に雨水が浸入してしまうことも考えられるが排水は容易であると判断された。

また、項目③で述べたように、雨季後のアクセスの面でも特に問題はなく、一定の工期

短縮効果が期待できる。 
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④ 管材の調達期間の短縮する 

｢管材の調達｣→｢掘削工事｣→｢管据付･接続工事｣となる管路敷設工事の工種のうち、

管材の調達にかかる期間の短縮を図るものである。本建設工事においては、部分発注を

前提とした場合の第１回目の着荷時期に着目する必要がある。基本設計においては、発

注ロットを導水管路２km 分としていたが、２ヶ月の工事開始の遅れと考慮すると着荷

時期が最雨季中の７月となってしまう見通しとなり、管敷設工事が９月まで開始できな

くなってしまう。このため、この調達期間を短縮し７･８月の最雨季までに一部の管敷

設工事を完了してしまう必要があるが、管材メーカーによると発注ロットを１km とい

ったように２km よりさらに短く設定しても第１回目の出荷までの期間を短縮すること

は困難であることが判明した。また、若干の期間短縮が可能であったとしても、管敷設

工事を７･８月の最雨季までに完了することは困難と判断される。また、発注ロットを

小さくすることは管材輸送費の増加を招くのであまり得策とはいえない。従って、発注

ロットを小さくすることにより若干の調達期間短縮が期待できるものの、最雨季の施工

不能期間前に管敷設工事を完了することは不可能であることから、実質的な工期短縮効

果は期待できないと判断される。 

 

⑤ 施工班数の増強を図る 

現地調査によると、現在コナクリ市の内外では道路工事等多くの公共事業が世銀等

のドナー資金を活用して実施中で、多くのギニア国建設業者がこれらの建設事業に携わ

っている。これらの工事では多くの建設機械が使用されており、本管路建設で一時的に

工事班数を増加させるためにリースする建設機械台数が増加しても十分調達可能と考

えられる。 

 

しかしながら、工事班数を増減することは準備する建設機械や作業員も増減させる

ことになる。工事に使用する建設機械や作業員数はあまり増減させずなるべく一定にし

た方が実際の工事運営上好ましく、工事管理の煩雑化を避けるため、本検討では他の方

策でどうしても工期の調整ができないような場合にのみ本方策を適用する事とする。 

 

⑥ 水管橋の橋脚構造の見直す 

当初水管橋の橋脚を既存管路と同形式の鋼管製としていたものをコンクリート製に

するものであるが、工期短縮効果が小さいことから今回の工期短縮方策からは除外する。 

 

⑦ 水管橋の鋼管の接合方法を見直す 

基本設計で溶接接合としている水管橋の鋼管接合部をメカニカル継ぎ手とすること

により施工性の向上を図るものであるが、工期短縮効果としては小さく、この採用によ

り建設費増加も見込まれるため除外する。 

 

下表は上記の確認結果を取りまとめた通りである。 

 
表 2.1 各代替案の比較 

 

番

号 代替案の内容 効 果 工事費の増減 備 考 

① 雨季前に埋設管路の掘削を行う ◎ ⇗  

② 雨季前に水管橋の基礎を築造する ◎ ⇒  
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表 2.1 各代替案の比較 
 

番

号 代替案の内容 効 果 工事費の増減 備 考 

③ 雨季前に空気弁室を築造する ◎ ⇒  

④ 管材の調達期間の短縮する - ⇗  

⑤ 施工班数の増強を図る ○ ⇗  

⑥ 水管橋の橋脚構造を見直す △ ⇒  

⑦ 水管橋の鋼管の接合方法を見直す △ ⇗  

 

上表より本検討では７項目の代替案から、①→③の順で具体的に工事工程計画に反

映させ、それでも工期の調整が困難な場合に項目⑤案を適用する。他の項目案は大きな

効果が期待できず、建設費の増加も見込まれることから本検討では考慮しないこととす

る。 

 

(3) 工事実施工程の見直し結果 

① 雨季前の埋設管路掘削 

６月までに掘削を行う区間は、岩層が多く雨季中に掘削断面が崩壊する危険性が少

ない土質条件であること、また現場へのアクセスが良いことを考慮して、工事起点（上

流端）から施工を進める方針とする。着工から仮設道路築造を含む準備期間を考慮して

現場での掘削工の開始を４月中旬と想定し、３班体制で掘削工事を進めるという前提で

考えると、先行掘削を行う区間は 0－4km 区間となる。９月に入って、仮埋め戻しした

掘削溝を再掘削して、管据付・接続工を開始する。９月以降は、管の据付・接続工がク

リティカル・パスとなるため、同工種のアイドル・タイムがゼロとなる工程を考える。 

 

検討結果は以下の通り。先行掘削を行うことにより、全体工期は約２ヶ月間短縮す

ることができた。建設費は 0－4km 区間の仮埋め戻しおよび再掘削にかかる工事費が増

額となる。 

 

施工区間 工　種 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0－1km 一次掘削・埋め戻し

二次掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

1－2km 一次掘削・埋め戻し
二次掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

2－3km 一次掘削・埋め戻し
二次掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

3－4km 一次掘削・埋め戻し
二次掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

4－5km 掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

5－6km 掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

6－7km 掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

7－8km 掘削
管据付・接続・水圧テスト
埋め戻し

2006年 2007年

図 2.5 導水管路敷設工事の工程見直し結果 
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② 雨季前の水管橋基礎部の築造 

鋼管のサイトへの着荷および鋼製橋脚の製作・搬入が最早でも 7 月頃となる見込み

であり、水管橋を 1橋ずつ築造する工程では所定の工期で 7橋全てが完成しない。した

がって、水管橋 No.1 および No.2 のコンクリート基礎部を６月までに築造し、９月以降

に引き続き No.3－No.7 の水管橋基礎の築造を継続しながら、並行作業として No.1～

No.7 の橋脚設置、水管橋架設を行う。検討した工事工程は以下の通りである。全体の

中での工程のフローを見直したが、追加の工種は発生しないため変更に係る建設費の増

額分は無い。 

 

施工区間 工　種 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
No.1 土工事、橋脚基礎築造
L=144m 橋脚設置

水管橋架設
No.2 土工事、橋脚基礎築造
L=143m 橋脚設置

水管橋架設
No.3 土工事、橋脚基礎築造
L=90m 橋脚設置

水管橋架設
No.4 土工事、橋脚基礎築造
L=56m 橋脚設置

水管橋架設
No.5 土工事、橋脚基礎築造
L=128m 橋脚設置

水管橋架設
No.6 土工事、橋脚基礎築造
L=109m 橋脚設置

水管橋架設
No.7 土工事、橋脚基礎築造
L=124m 橋脚設置

水管橋架設

2006年 2007年

図 2.6 水管橋建設工程図 

 

③ 雨季前の空気弁室建設 

雨季前に空気弁室の土工事、底盤および側壁を構築しておき、９月以降の管材の調

達、管路敷設工事の進捗にあわせて、異形管・弁類の設置および天盤の構築を行う。空

気弁室の築造はクリティカル・タスクではないが、６月以前に着手することにより、９

月以降に集中する工事の作業負荷を軽減できることから、工事を所定期間までに終わら

せる確度が高まる。先行着手した場合でも施工手順は変わらないことから、建設費の増

額分は無い。 

 

2.2.3 事業実施工程 

工事工程計画の見直しの結果、事業実施計画は図 2.7 に示す通りとなる。第１期工

事ついては、2007年３月竣工となっておりE/N期限内の事業完了が可能となっている。

第２期工事については、基本設計と同様のままである。 

 

2.2.4 基本設計図面 

見直しの結果、建設する施設の構造や数量等に何の変更も加えていないので、基本

設計調査報告書に添付されている図面及びリストについて変更の必要がない。 

 

2.3 概算事業費 

上記の工事工程計画の見直し結果に基づき、概算事業費を見直した結果は下表に示
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す通りで、日本側負担事業費の総額は約 14.96 億円となる。 

 
表 2.2  事業化調査で見直した日本側負担経費総括表 

 

概算総事業費 約 1,496.2 百万円
 

費 目 概算事業費(百万円) 

導水管路建設工事 掘削、導水管敷設、埋戻し 766.8 

浄水場拡張工事 ｲｴｽﾙ第３浄水場建設 142.9 施

設 
送水管路建設工事 

掘削、送水管敷設、埋戻し、舗装

復旧 
452.7 

機

材 
漏水調査機材 

相関式漏水探知機、漏水探知機、

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ超音波流量計、金属探知

機、金属管路探知機、非金属管路

探知機、水圧ゲージ等 

14.5 

1,376.9 

実施設計･施工/調達監理･技術指導 119.3 

概算事業費(合計) 約 1,496.2 百万円

 

｢ギ｣国側負担経費は工事実施工程の変更により増減する項目はないので、基本設計

と同様 0.03 百万円である。 
 

また、本計画の事業費積算は平成 17 年３月から８月までの平均為替レートに基づく

もので、適用した為替交換レートは次の通りである。 

 

・ １USD = 109.54 円 

・ １GNF = 0.031 円 

・ １EUR = 137.58 円 

 
2.4 施設の維持管理費 

建設する浄水施設の維持管理費は人件費、電力費、受水費等からなる。基本設計時

より大幅に増加しているのは車輌等の燃料費である。燃料費の高騰により現在値上げは

されていないものの値上げの可能性があるのが電力費である。しかしながら、本事業で

建設する浄水場は、一部薬品注入ポンプ等を除き、ポンプ等の動力を必要としないよう

に設計されていることから、燃料費等の価格が上昇したとはいえ維持管理費全体からみ

ると微小で、維持管理費については基本設計時と同様と判断された。 

 

2.5 事業実施に当たっての留意事項 

本事業化計画では工期を短縮するために種々の方策を講ずるが、工事を予定通り遂

行するためには基本設計時に挙げた事項に加え、以下に示すような事項ついても留意す

る必要がある。 

 

① 導水管路建設工事においては、通常、掘削工事後直ちに管敷設工事を開始するが、

本計画では掘削溝を仮埋戻し、７･８月の最雨季後に再び埋戻し材を除去してから管

敷設工事を実施する工程となる。従って、実際の工事の際には最雨季前に確実に掘

削･仮埋戻し工が完了できるよう工程管理を徹底する必要がある。 

② 水管橋の橋脚基礎部の建設を７･８月の最雨季前に完了し、上部工の建設を鋼管到着
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後開始することとしている。雨季前にコンクリート打設を行う橋脚基礎部の位置に

ついては雨季中の河川流況を近隣住民等に十分確認し、降雨時の洪水に流されたり

破損したりしないように配慮する必要がある。 

③ 本事業化計画では、導水管路の排水状況が比較的良好と判断されたため、７･８月の

最雨季後に工事を再開する計画となっているが、良好とは言うものの雨季中にアク

セス道路や盛土部が破損したり泥濘化し、円滑な工事再開の妨げとなることも考え

られることから、破損部の修復工事等が直ちに実施できるよう建設業者の体制を整

えておく必要がある。 
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 第３章 無償資金協力の妥当性と評価 

 



 

 

 

 

 



第３章 無償資金協力の妥当性と評価 

 

本事業化調査では、実施設計の開始が２ヶ月遅れたため協力対象事業の内容及び工

期短縮の見直しを行った結果、事業は基本設計と同内容で E/N 期限内に完了できること

が確認された。その結果、本無償資金協力の妥当性と評価は以下の通り、基本設計から

の変更は生じないことが確認された。 

 

3.1 プロジェクトの効果 

本プロジェクトの現状と問題点、及び本プロジェクトの実施により期待される直接

及び間接効果は下表のように整理される。 

 
表 3.1 プロジェクト実施による効果と現状改善の程度 

 

現状と問題点 

本プロジェクトでの対策 

(協力対象事業) プロジェクトの効果･改善程度

直接効果 
1. ・ コナクリ市の総生産水量は約

96,000m3/日で、この内、グラン

ドシュットダムを水源とし、イ

エスル浄水場で生産される水量

は約 86,000m3/日である。現在、

市の飲料水供給状況は劣悪で、

カローム地区等一部の地区で24

時間給水が行われているのみ

で、給水量が不足しているため、

ソンフォニア及びシメントリー

地区等配水網が整備されている

にもかかわらずほとんど配水さ

れていない。 

・ イエスル浄水場を拡張(第３浄

水場の建設)する。 

・ 導水管路(約 7.8km)と送水管路

(約 3.5km)を建設する。 

・ イエスル浄水場の生産水量が

123,000m3/日に増加する。 

・ 導･送水管路の通水能力が現況

の1.05m3/秒から1.50 m3/秒に改

善される。 

・ これまで配水網が整備されてい

るにもかかわらずほとんど配水

されていなかった地区に配水さ

れるようになる。 

・ 目標年である 2007 年でのコナ

クリ市の給水人口が現状の 124

万人（2003 年）から 141 万人に

増加する。 

・ 水使用原単位が現状の 30 リッ

トル／人／日から 2007 年で 52

リットル／人／日に増加する。

間接効果 
1. ・ SEG が供給する上水以外の生活

雑排水に汚染された浅井戸等の

地下水を飲料水に利用している

住民は下痢等の水系伝染病に罹

患しやすい。 

・ 生産水量が増加することによ

り、安全な水が安定的に供給さ

れるようになる。 

 

・ コナクリ市内の水系伝染病の罹

患率が改善される。 

2. ・ 96,000m3/日の総生産水量に対

して、漏水や盗水による無収水

量が大きいことがコナクリ市の

給水システムの特徴となってお

り、有収水量(現在約 36,000m3/

日)の増加が SEG の財務体質改

善に向けた緊急課題となってい

る。 

・ 漏水調査機材を調達し、調査方

法について技術移転を行う。 

・ コナクリ市給水システムの漏水

率の低減が図れる。 

 

3.2 課題･提言 

本プロジェクトにおいて建設される導･送水管路及び浄水場や調達される漏水調査

機材の運営･維持管理がプロジェクト完了後も持続的かつ円滑に実施され、｢ギ｣国にお

ける給水事業が持続的に継続されるためには、以下に示す事項について｢ギ｣国側の主体

的な取り組みが求められる。 
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(1) 長期的な技術指導による SEG のキャパシティビルディング 

SEG は旧 SONEG および旧 SEEG が統合して設立され、民営化終了後はフランス民間水

道会社による資本と技術支援が得られず、現在も資金調達と技術力向上が大きな課題と

なっている。このような関係から PACT 活動をはじめとして、部門間の連携を取りなが

ら成果をあげるというコーディネーション機能も十分に整っていない。従って、水道事

業体としての SEG のキャパシティビルディングやその定着化を図るためには、給水施設

の計画、設計、運営･維持管理にかかる技術指導を可能な限り長期間にわたり実施する

必要がある。SEG は施設の設計や維持管理から事業体の運営に渡る幅広い知識と経験を

有する長期専門家の派遣を希望している。 

 

(2) PACT 活動の強化･継続と必要な予算の確保 

コナクリ市給水システムの無収水量は非常に多く生産水量の 60％以上にもなり、現

況で 40％弱の水量しか SEG の収入となっていない。この無収水には管路からの漏水や

不正な接続による盗水も多く含まれている。このような問題を解決するために SEG は

PACT や PRR 等の活動を推進している。実際、これまでに SEG が実施してきた PACT 活動

の実績から判断してもその効果は非常に大きい。しかしながら、PACT を実施した地区

はコナクリ市の給水区全域の数％の地区を占めるに過ぎない。従って、この PACT 活動

は継続的に全給水区に行き渡るように実施する必要があり、SEG もその本格的な実施を

急いでいる。しかしながら、PACT 活動には給水区を出入りする水量を把握するための

量水計や各接続ごとの使用量を把握し料金請求をするためのメーターの設置が不可欠

で、さらに、漏水調査で発見された漏水箇所や不正接続による盗水箇所の修復工事も実

施する必要がある。これら修復用資材の調達費や修復工事費は全て SEG がその予算から

捻出しなければならなず、これを怠ると PACT 活動の継続が危ぶまれることになる。従

って、SEG は PACT 活動等の実施に必要な経費について長期的な予算措置を講じ、活動

が停止したり消滅しないように図る必要がある。 

 

さらに、不正接続による盗水や不払いも市の経営体質を改善する上で大きな阻害要

因となっている。不正接続の発見や適正化は PACT や PRR 活動を通じて実施されている

が、こういった問題は利用者のモラルの問題としても捉えることが出来る。利用者のモ

ラルを高め不正接続や不払いを一掃するためには住民の啓蒙活動も同時に推進する必

要がある。 

 

(3) 計量施設の整備と水収支分析に基づいた水道事業の運営 

SEGが推進しているPACT活動は500～2,000戸程度の給水区域内での水収支を把握し

効率的な配水を行うことを目的とするが、ダムの取水工から浄水場を経てコナクリ市内

の給水区にいたる給水システム全体としての水収支についても把握し、取水量、生産水

量、各配水地への送水量等を正確に把握し、給水システムの水収支を最適な状態に維持

することも重要である。正確な水収支分析に基づく計画的な施設運営を行うことにより、

無収水量の低減が図れ、より効率的な水道事業の運営を図ることが可能となる。現況で

は、市内の深井戸群及びカクリマ系統からの給水量については継続的に計測が行われて

いるものの、グランドシュットダム取水工地点での取水量は全く計測されておらず、イ

エスル浄水場の受水槽に設置されている流量計も故障している上、浄水池出口の流量計

も故障していることから、イエスル系統の生産水量については正確に計測できる施設が
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ない。イエスル系統については、市内の配水池の出口に設置されている流量計の読みか

らイエスル系統の生産水量を推定できる程度で、現在の施設運営は正確な情報に基づく

ものでなく、これらの量水施設の修理･整備は緊急の課題となっており、一刻も早くこ

れら計測施設を整備する必要がある。 

 

(4) 市内配水網の整理と適正な運用 

コナクリ市の配水管網の整備率は 82％とされている。近年は生産水量が不足してい

るため配水管路は整備されているにもかかわらず配水が届かない地区が多いことから、

管路網の拡張や新規接続は積極的には進められていない。本プロジェクトを実施するこ

とにより、イエスル浄水場の生産水量が増加し配水が届く地区も増加すると、新規接続

の需要が高まることが予想される。配水管路の計画や管路の台帳整理は SEG のアビアシ

オン事務所で担当者が新設管路や接続を管路図に手書きで記入して行っている。 

 

一方、アルマミヤ事務所には GIS を取扱う部署があり、マスタープラン策定時の調

査で導入した GIS によりその当時の配水管網は入力済みで、データはいつでも利用でき

るようになっている。しかしながら、その後の新設管路や接続については継続的な入力

やデータの更新が行われていない。利用しているコンピュータの容量に制限があり、デ

ータの更新が出来ないとのことで、機材にも問題があり、現在、実質的にこの GIS デー

タはほとんど利用されていない。 

 

SEG が推進する PACT 活動の実施に当っては、まず、計量区画の既存管路の調査が必

須で、この際、既存管路の正確な情報の入手が可能であるかどうかが、調査効率を高め

る上で重要な条件となる。PACT 活動をより効率的に実施するためには、活動への既存

GIS データの活用が重要で、SEG がこれら GIS データの継続的な更新及び適切な GIS 設

備の整備を実施し、最新の管路情報がいつでも入手できるようにシステムを整備してお

くことが肝要である。 

 

(5) SEG の財務体質改善と負の遺産の精算 

拡張する施設の運転･維持管理費用と増産による増収分との比較では、本プロジェク

トを実施することによる効果が十分であることが確認されている。しかしながら、現実

的にはSEGはSEEGとの契約を解消した際に大きな負債を利子負担等の形で負っており、

これが大きな負担となっていることから財務状況が改善されない状況が続いている。こ

れまでは、｢ギ｣国政府から補助金を拠出することで、SEG の収支は維持されている。SEG

の補助金による支援に頼った財務体質を一刻も早く改善し、健全な資金の運営体制に移

行するためには、当面は｢ギ｣国政府からの補助が不可欠であり、SEG は本プロジェクト

実施による増収分から少しでも多くの負債を返済し、持続的な運営･維持管理体制の構

築を図る必要がある。 

 

3.3 プロジェクトの妥当性 

本プロジェクトは以下の点から、我が国の無償資金協力として妥当性を有する。 

 

・ 本プロジェクトは｢ギ｣国の首都コナクリ市の住民を裨益対象とするもので、裨益人

口が約 1,726,000 人(2007 年)と多く、かつ、多くの貧困層の BHN 向上に寄与するも
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のである。 

・ 本プロジェクトにおいて建設される給水施設は、SEG が水資源･エネルギー省の指導

の下で継続的に維持管理される。また、調達する漏水調査機材は SEG の漏水調査班

が今後の PACT 活動を始め漏水改善活動において継続的かつ効率的に利用される見

込みである。 

・ 本プロジェクトは、PRSP を上位計画とし住民の生活環境改善に資するもので、コナ

クリ市給水マスタープランで計画されている生産水量増加のための施設整備計画で

設定されている給水施設整備の一環として実施される。 

・ 環境面での悪影響はない。 

 

3.4 結 論 

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェク

トが｢ギ｣国、特にコナクリ市の住民の衛生環境・生活環境の改善に寄与するものである

ことから、我が国の無償資金協力を実施することの妥当性が確認された。さらに、建設

する給水施設の運営・維持管理については技術的な水準としては問題ない。しかしなが

ら、本プロジェクトをより円滑かつ効果的に実施し、持続的な給水事業の展開を図るた

めには、SEG の職員の意識改革や組織全体のキャパシティビルディングを図る必要があ

り、そのための技術支援を長期にわたり実施することも重要である。また、PACT 活動

のより一層の展開を図るため、要員確保のみでなく配水網修復に必要な資材調達にかか

る｢ギ｣国側の事業予算の確保が重要である。 

 

 

 

 

 

3 - 4 



 

 

 

 

 

添 付 資 料 
 

 

添付資料-１ 調査団員名簿 

添付資料-２ 調査日程 

添付資料-３ 関係者リスト 

添付資料-４ 討議議事録(2005 年９月７日) 

添付資料-５ テクニカルノート(2005 年９月 16 日) 

添付資料-６ 討議議事録(2005 年 11 月 10 日) 

 

 

 



 

 



添付資料-１ 調査団員名簿 

 

<現地調査> 
氏 名 担 当 所  属 

白井 健道 団 長 国際協力機構 
セネガル事務所 

由本 聡一郎 業務主任/給水計画 株式会社東京設計事務所 
海外事業部 

任田 直人 上水道施設計画１/浄水
場施設設計 

株式会社東京設計事務所 
海外事業部 

菊池 康 通 訳(仏 語) 株式会社東京設計事務所 
(株式会社翻訳センターパイオニア) 

 

<概要説明調査> 
氏 名 担 当 所  属 

由本 聡一郎 業務主任/給水計画 株式会社東京設計事務所 
海外事業部 

任田 直人 上水道施設計画１/浄水
場施設設計 

株式会社東京設計事務所 
海外事業部 

菊池 康 通 訳(仏 語) 株式会社東京設計事務所 
(株式会社翻訳センターパイオニア) 
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添付資料-２ 調査日程 

 

<現地調査> 
 

日付 
曜

日 

<官側団員> 
 

団 長 
(白井健道) 

<コンサルタント団員> 
業務主任/給水計画(由本聡一郎) 

土木施設計画１/浄水場施設設計(任田直人) 
通訳（菊地康） 

9/1 木 東京-パリ(AF279)、パリ-ダカール(AF718) 
9/2 金 JICAセネガル事務所報告、ダカール-コナクリ(V7720) 
9/3 土 

 
ギニア水道公社(SEG)表敬、調査行程説明 

9/4 日 ダカール-コナクリ(V7720) 現地踏査(導水管路)、アクセス状況確認、雨季の土質条件調査 

9/5 月 在ギニア国日本大使館表敬、水資源･エネルギー省(MHE)/協力省(MOC)表敬 
SEGインセプションレポート説明･協議 

9/6 火 SEGミニッツ協議、現地踏査(浄水場、送水管迂回ルート、漏水調査班) 
9/7 水 SEGミニッツ調印、｢ギ｣国側関連機関表敬、在ギニア国日本大使館報告 
9/8 木 リハビリ工事後の浄水場運転状況確認 

9/9 金 コナクリ-ダカール(V7721) 漏水対策/PACT活動状況、雨季の施工状況、SEG運営状況等確
認 

9/10 土 現地踏査(導水管水管橋架設箇所確認) 
9/11 日 資料整理 

9/12 月 

9/13 火 

9/14 水 

<基本設計内容見直し> 
・ 世銀残余金リハビリ工事の進捗(浄水場、カクリマ山湧水) 
・ SEGの運営体制・財務状況 
・ PACT実施状況(要員の確保) 
・ 漏水対策班の活動状況 
・ 下水道プロジェクトの実施状況 
・ グランドシュットダムの運転状況(水位記録確認) 
<導水管路詳細調査> 
・ 現地調達建設資材の価格調査 
・ 建設機械等現地建設業者や資材供給店の状況・市況 
・ 施工条件調査(路線・用地確認、土質条件、雨季後のサイト・
アクセス状況、施工方法、仮設用地等) 

9/15 木 現地調査結果取りまとめ、テクニカル・ノート確認 
9/16 金 テクニカル・ノート調印、在ギニア国日本大使館報告 
9/17 土 補足調査(キンディア給水施設建設状況視察) 
9/18 日 コナクリ発(AF767) 
9/19 月 パリ着・パリ発(AF278) 
9/20 火 

 

東京着 
 

<概要説明調査> 

日付 
曜

日 
<コンサルタント団員> 

業務主任/給水計画(由本聡一郎)、土木施設計画１/浄水場施設設計(任田直人)、通訳（菊地康） 
11/4 金 東京-パリ(AF279)、パリ-コナクリ(AF762) 
11/5 土 ギニア水道公社(SEG)協議･打合せ 
11/6 日 資料整理、協議準備 

11/7 月 在ギニア国日本大使館表敬、水資源･エネルギー省(MHE)/協力省(MOC)表敬、SEG事業化調査概
要書説明･協議 

11/8 火 SEG事業化調査概要書説明･協議 
11/9 水 SEG事業化調査概要書説明･協議、ミニッツ協議 
11/10 木 SEGミニッツ調印、在ギニア国日本大使館報告、コナクリ-ダカール(V7721) 
11/11 金 JICAセネガル事務所報告、ダカール発(AF719) 
11/12 土 パリ着(AF719)、パリ発(AF278) 
11/13 日 東京着(AF278) 
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添付資料-３ 相手国関係者リスト 

 

<現地調査> 

1. 協 力 省 
   MINISTERE DE LA COOPERATION 
Mr. Mohamed II Cissé 次官 

Secrétaire Général 
Mr. Oumar Sané アジア課長 

Chef Section Asie 
Mme. Safiaton Camara 調査担当 

Chargée d'Etude 
 

2. 水資源･エネルギー省 
   MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L’ENERGIE 
Mme. Hadja Fatoumata Binta Diallo 水資源･エネルギー大臣 

Ministre de l’Hydraulique et de l’Energie 
Mr. Sékou Sangaré  次  官 

Secrétaire général 
Mr. Ibrahima Bokoum 官房長 

Chef de Cabinet du Ministère de l'Hydraulique 
et de l’Energie 

Mr. Oumar Bangoura 法務顧問 
Conseiller Juridique 

Mr. Alkaly Daouda Yansané 技術顧問 
Conseiller Technique 

Mr. Mamoudou Bangoura 経済・財務顧問 
Conseiller Economique-Financier 
 

3. ギニア水道公社 
   SOCIETE DES EAUX DE GUINEE (SEG) 
Mr. Acheick Mouctar Youla 総  裁 

Directeur Général 
Mr. Cheick Talibé Sylla 技術・開発部長 

Directeur du Département Technique et 
Développement 

Mr. N'Famara Camara 調査･計画･地図部長 
Directeur Etudes-Planification- Cartographie 

Mr. Tanoundy Keita 工事・開発部長 
Directeur Travaux et Développement 

Mr. Souleymane Dokoré Bah 総検査部長 
Directeur Contrôle Général 

Mr. Baldé Abdoulaye 水生産及び給水網部長 
Directeur Production et réseaux 

Mr. Sékou Nabé 総裁補佐次長 
Sous-directeur Assistant Directeur Général 

Mr. Thierno Ahmadou Barry 調査･地図作成･計画課長 
Chef Service Etudes, Cartographie et 
Planification 
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Mr. Fafona Mouctar  更新工事課長 
Chef Service de Travaux de Renouvellement  

Mr. Camara Mory コナクリメンテナンス課長 
Chef de la Section Maintenance de Conakry 

Mr. Bangoura Dauda イェスル浄水場所長 
Chef de la Station de traitement Yessoullou 

Mr. Conté Kabinet 給水網維持管理課長 
Chef Service Entretien Réseau 

Mr. Mamadou Diouldé Diallo PACT副部長 
Sous Directeur PACT 

Mr Gérard Cékol  輸送・生産課長 
Chef Section Transport-Production  

Mr. Jaurès Niambacamou 漏水調査課長 
Chef de la Section de Détection de Fuites  

Mr. Mamady Sagno 給水網モデル化課長 
Chef de la Section Modélisation des Réseaux 

Mr. Gono Félix Goumou 漏水調査班長 
Chef d’Equipe de Détection de Fuites  

Mr. Kabinet Berete 漏水調査班長 
Chef d’Equipe de Gestion de Réseaux  

 
4. 在ギニア日本国大使館 
   AMBASSADE DU JAPON EN GUINEE 
片岡林造 
Mr. Rinzo Kataoka 

特命全権大使 
Ambassadeur du Japon 

塚原大貮 
Mr. Daini Tsukahara  

参事官 
Conseiller 

谷口智史 
Mr. Satoshi Taniguchi 

経済協力担当官 
Chargé de la Coopération Economique 

 
<概要説明調査> 

1. 協 力 省 
MINISTERE DE LA COOPERATION 
Mr. Mohamed II Cissé 次官 

Secrétaire Général 
Mr. Sékouba Bangoura 国家協力局長 

Directeur National de la Coopération  
M. Moustapha Diallo 国家協力局副局長 

Directeur National Adjoint de la Coopération 
Mr. Oumar Sané アジア課長 

Chef Section Asie 
Mme. Dienabou Saifou Diallo 2国間協力部長 

Chef Division Coopération Bilatérale 
2. 水資源･エネルギー省 
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L’ENERGIE 
Mme. Hadja Fatoumata Binta Diallo 水資源･エネルギー大臣 

Ministre de l’Hydraulique et de l’Energie 
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Mr. Nava Touré 次官 

Secrétaire Général  
3. ギニア水道公社 
SOCIETE DES EAUX DE GUINEE (SEG) 
Mr. Cheick Talibé Sylla 総裁 

Directeur Général  
Mr. Mamadou Cherif Diallo 秘書室長 

Secrétaire Général 
Mr. N'Famara Camara 現調査・プロジェクト局長 

Directeur des Etudes et Projets  
Mr. Tanoundy Keita 総裁付き顧問 

Conseiller de la Direction Générale  
Mr. Souleymane Dokoré Bah 工事局長 

Directeur des Travaux  
Mr. Konaté Sékou 工事局副局長 

Sous-Directeur des Travaux  
Mr. Baldé Abdoulaye 調査・プロジェクト局顧問 

Conseiller de la Direction des Etudes et 
Projets  

Mr. Sékou Nabé 生産・維持管理局顧問 
Conseiller de la Direction de la Production et 
de la Maintenance  

Mr. Thierno Ahmadou Barry 調査・プロジェクト局副局長 
Sous Directeur de la Direction des Etudes et 
Projets  

Mr. Mamady Komara 生産・維持管理局長 
Directeur de la Production et de la 
Maintenance 

Mr. Mamadou Diouldé Diallo PACTコーディネーター 
Coordinateur du PACT  

 
4. 在ギニア日本国大使館 
AMBASSADE DU JAPON EN GUINEE 
片岡林造 
Mr. Rinzo Kataoka 

特命全権大使 
Ambassadeur du Japon 

谷口智史 
Mr. Satoshi Taniguchi 

経済協力担当官 
Chargé de la Coopération Economique 
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